
松阪市産業支援センター相談窓口実施要領 

 

(目的) 

第１条 事業者が事業を実施していくにあたり様々な課題が出てくることから、ニーズ

に応じた相談窓口を設置し、相談員による助言等を行い、事業者の課題解決を図る。 

(対象者） 

第２条 対象者は、松阪市内に主たる事務所又は事業所を有する者（創業に係る場合 

にあっては、開業届を提出し、松阪市内に主たる事務所を設置した者とする。）とす

る。 

(相談窓口等） 

第３条 相談窓口は、商工政策課松阪市産業支援センター（以下「支援センター」とい

う。）が設置する。 

２ 相談窓口については、支援センターが定める開催日に対し、予約があった場合に開

催する。 

３ 相談員については、支援センターが依頼するものとする。 

４ 相談時間は、きめ細やかな相談対応を行えるよう 90分を基本とする。ただし、そ

れを超える時間が必要になった場合は、次の予約者に影響が出ないと判断できる場合

等は対応できるものとする。 

６ 相談を予約する者は、開催日の 1週間前までに相談窓口申込書(様式１）に記載し

て、支援センターに提出しなければならない。 

７ 支援センターは、各相談窓口申込書の提出があったときは、受け付けた旨を E-mail 

 等で申込者及び相談員に連絡するものとする。 

８ 予約を行ったものの、何らかの理由により相談を中止又は延期したい場合、申込者   

 は相談日の 3日前（土日祝日等を除く）までにその旨を支援センターに連絡しなけれ

ばならない。 

９ 相談窓口の利用料は無料とする。 

(相談の処理) 

第４条 相談員は、懇切、丁寧に相談に対応するとともに、正確かつ迅速な処理に努め 

るものとする。 

２ 相談員は、相談窓口を行った場合は、速やかに相談窓口報告書（様式２）を市長に

提出するものとする。 

(相談員の義務） 

第５条 相談員は、相談業務により職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のた

めに利用してはならない。 

(謝礼等の支払い) 

第６条 相談員への謝礼については、下記表のとおりとする。 

相談時間 金 額 

90分以内 15,000円 

91分 ～ 120分以内 20,000円 

121分 ～ 150分以内 25,000円 

151分以上 30,000円 



謝礼については、相談員が指定した口座に支払うものとする。なお、その他支援に係

る経費についてはこの金額に含まれるものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は市長が別に

定める。 

 

 

附 則 

この要領は令和 5年 4月 3日から施行する。 

この要領は令和 6年 1月 26日から施行する。 

この要領は令和 7年 1月 10日から施行する。 

この要領は令和 8年 3月 25日から施行する。 

 


